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令和４(2022)年度行政不服申立ての処理状況について（概要） 

                              

                              令和５(2023)年６月 

                                   経営管理部文書学事課 

 

  行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 85 条の規定により、栃木県（知事、行政委員会、

附属機関等）における令和４(2022)年度の行政不服申立ての処理状況を公表するものである。 

※行政不服審査法第 85 条 

不服申立て等につき裁決等をする権限を有する行政庁（審査庁）は、当該行政庁がした裁決等の内

容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。 

 

 

 １ 不服申立て件数及び処理状況                      （単位：件） 

不服申立ての件数 処  理  状  況 
取下げ 

未処理 

(継続審理)  新規 継続 全部認容 一部認容 棄  却 却  下 

(1) 

98 

(1) 

51 

 

47 

 

１ 

 

２ 

 

25 

(1) 

４ 

 

２ 

 

64 

※ 不服申立ての内訳は審査請求及び再審査請求。 

( )は再審査請求の件数を再掲。（以下、２から４までにおいて同じ） 

２ 審査庁別の不服申立て件数                （単位：件） 

審  査  庁  名 
令和４(2022)年度件数 令和３(2021) 

年度件数 
増減 

 新 規 継 続 

知           事 
(1) 

67 

(1) 

34 

 

33 

 

48 

 

＋19 

教 育 委 員 会  ３ － ３ ３ ０ 

人 事  委  員 会 － － － ３ (皆減) 

公  安  委  員 会 25 15 10 32 －７ 

介 護 保 険 審 査 会 １ １ － ２ －１ 

栃 木 県 後 期 高 齢 者 医 療 審 査 会 １ １ － － (皆増) 

地 方 独 立 行 政 法 人 １ － １ １ ０ 

計 
(1) 

98 

(1) 

51 

  

47 

 

 89 

 

＋９ 
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３ 法令別の不服申立て件数               

   （単位：件） 

法 令 名 
令和４(2022)年度件数 令和３(2021) 

年度件数 
増減 

 新 規 継 続 

地方税法及び栃木県県税条例 － － － １ (皆減) 

地 方 公 務 員 法 － － － ３ (皆減) 

地 方 自 治 法 施 行 令 １ － １ １ ０ 

介 護 保 険 法 １ １ － ２ －１ 

児 童 福 祉 法 ２ １ １ １ ＋１ 

児 童 扶 養 手 当 法 ２ １ １ １ ＋１ 

児 童 手 当 法 １ １ － － (皆増) 
高齢者の医療の確保に
関する法律 

１ １ － － (皆増) 

特別児童扶養手当等の
支給に関する法律 

１ １ － － (皆増) 

生 活 保 護 法 14 ２ 12 20 －６ 

農 地 法 ２ １ １ １ ＋１ 

土 地 区 画 整 理 法 １ １ － － (皆増) 

道 路 法 
(1) 
１ 

(1) 
１ 

 
－ 

 
－ 

 
(皆増) 

道 路 交 通 法 24 15 ９ 29 －５ 

銃砲刀剣類所持等取締法 １ － １ ２ －１ 

栃木県情報公開条例 36 22 14 20 ＋16 

栃木県個人情報保護条例 10 ３ ７ ８ ＋２ 

計 
(1) 
98 

(1) 
51 

 
47 

 
89 

 
＋９ 

 
   
４ 処理期間（※１の処理が完了した事案に係る不服申立てから裁決に至るまでに 

要した期間） 

                               （単位：件） 

処 理 期 間 
令和４(2022)年度件数 令和３(2021) 

年度件数 
増減 

 新 規 継 続 

 

３ 月 以 内 

(1) 

４ 

(1) 

４ 

 

－ 

 

２ 

 

＋２ 

３月超～６月以内 ５ １ ４ １ ＋４ 

６月超～９月以内 ５ ３ ２ ９ －４ 

９月超～１年以内 ５ １ ４ 14 －９ 

１年超～１年３月以内 ６ － ６ ２ ＋４ 

１年３月超～１年６月以内 ２ － ２ ３ －１ 

１年６月超～１年９月以内 １ － １ － (皆増) 

１年９月超～２年以内 ２ － ２ ２ ０ 

２ 年 超 ２ － ２ ３ －１ 

 

計 

(1) 

32 

(1) 

９ 

      

   23 

 

36 

 

－４ 


